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区　分

医療保険分
後期高齢者支援分

介護保険分

限度額引き上げ前

65 万円

24万円

17万円

限度額引き上げ後

66 万円

26万円

17万円

増減額

1 万円増

2万円増

変更なし

狂犬病狂犬病予防集合注射の実施について
　犬の飼い主には、年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。町では、
次の日程で集合注射を実施しますので、ご利用ください。

〇狂犬病予防注射を受ける際の注意事項
◦登録されている方には、封書が届きます。記載内容に誤りがないか確認してください。
◦封書の中に犬の健康状態を確認する問診票を同封しています。必ずチェックして持参してください。犬の体
　調が心配な方は当日獣医師に相談してください。
◦注射会場へは必ず犬を押さえることができる方が来てください。犬の首輪や胴輪は緩んで抜けないものにし
　てください。
◦犬があまりにも興奮している場合は、注射が実施できない場合があります。
◦犬の体調、基礎疾患、アレルギーなどの体質によっては副反応が現れる場合があります。副反応を最小限に
　とどめるため、接種後は安静につとめ、激しい運動、入浴などは２～３日避けてください。
◦新しく登録とワクチンをされる方も会場で行うことができます。

　当日は料金 3,240 円（注射料金 2,690 円、
注射済票交付手数料 550 円）と申請書を持
参のうえ、会場までお越しください。

問住民生活課環境衛生係

６／4水
9：30～ 9：40 北幌内 上村新太郎様宅前
9：50～ 9：55 北幌内 開米護様宅前
10：00～ 10：05 北幌内 高野元気様宅前
10：10～ 10：15 北幌内 高野晃三様宅前
10：20～ 10：25 幌内上町 幌内歴史と生活の家前
10：30～ 10：35 幌内南町 宮嶋満様宅前
10：40～ 10：45 幌内南町 遠藤宏様宅前
10：55～ 11：00 青葉 砂川勇一様宅前
11：05～ 11：10 青葉 及川満子様宅前
11：20～ 11：30 魚田 元稲府簡易郵便局様前
11：40～ 11：50 港町 光陽工機様前

13：20～ 13：30 新町 土田雄司
（雄武モータース）様前

13：35～ 13：45 潮見町 雄武自工様前
13：50～ 13：55 潮見町 西方宏昌様宅前

14：00～ 14：10 曙 ヤマト運輸
北海道雄武センター様前

14：15～ 14：20 曙 曙福祉館前

６／5木
9：10～ 9：20 共栄 高橋昇様宅前

9：25～ 9：30 共栄 菊地雅春様宅前

9：40～ 9：45 栄丘 小野信一様宅前

9：50～ 10：00 栄丘 吉田隆好様宅前

10：10～ 10：15 栄丘 三澤勝様牛舎前

10：20～ 10：25 栄丘 三澤良子様宅前

10：30～ 10：35 栄丘 波多野修一様宅前

10：50～ 11：05 元沢木 元沢木寿の家前

11：15～ 11：20 新沢木 小松原美智子様宅前

11：25～ 11：30 新沢木 原直人様宅前

11：40～ 11：45 オニシ 御西福祉会館前

11：55～ 12：05 新沢木 高宮博様宅前

12：20～ 12：30 新沢木 沢木住民センター前

14：00～ 14：05 中雄武 石井信福様宅前

14：10～ 14：15 上雄武 大場琴子様宅前

14：20～ 14：25 西中雄武 坂口和彦様宅前

9：25～ 9：35 日の出北町 　旭日公園駐車場

9：45～ 9：55 開生 　開生福祉館前

10：00～ 10：10 新日の出町 　日の出寿の家前

10：15～ 10：25 末広町１区 　網走開発建設部
　北見農業事務所様前

10：30～ 10：40 末広町２区 　除雪センター前

10：45～ 10：50 緑町 　モーターサイクル坂東様横

11：00～ 11：10 本町 　役場庁舎前

６／6金

国民健康保険税が変わります
～税率の改正・賦課限度額の引き上げ～

改正 1　税率の改正改正 1　税率の改正

改正 2　賦課限度額の引き上げ改正 2　賦課限度額の引き上げ

税率改正の背景

　国民健康保険制度は、北海道が財政運営の責任主体となり、市町村と協力して制度を運営し
ています。北海道が医療費を全額補填する代わりに、市町村は北海道に事業費納付金を納付す
ることになり、事業費納付金に必要な財源は国民健康保険税になります。
　北海道においては国の方針などに基づき、令和 12 年度から統一保険税（全道どこに住ん
でいても同じ所得や世帯構成であれば保険税は同額）の運営方針が出されており、事業費納
付金を納付するために保険税率などを令和 12 年度までに見直しを行うものであり、毎年度
改正する予定です。
　また、資産割は令和８年度から廃止になります。

　国民健康保険税における負担の適正化を図るため、地方税法施行令の一部を改正する政令が
施行されたことに伴い、賦課限度額を引き上げます。

改正内容
所得割

所得割

所得割

資産割

資産割

資産割

均等割

均等割

均等割

平等割

平等割

平等割

医療保険分

6％

10％

2万 7千円

２万 8千円

2.5％

3％

９千円

9千円

1.5％

―

１万円

８千円

5.5％

20％

2万 6千円

2万 7千円

2％

6％

９千円

８千円

1％

―

１万円

８千円

6.5％

―

2 万 8千円

２万 9千円

2.5％

―

9 千円

9千円

2％

―

１万円

８千円

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度

後期高齢者
支援分

介護保険分
40～ 64歳の
方のみ

問地域福祉課保険給付係

合計 106 万円 109万円 3万円増


